
 

令和６年７月１９日 

 

 大町市長 牛 越  徹  様 

 

                  大町市行政改革推進委員会  

                  会 長  竹 村  静 哉 

 

 

指定管理者制度による公の施設の管理運営について（答申） 

 

 

 令和６年６月２６日付６企第４５号により貴職から諮問を受けた、

指定管理施設の管理運営に対する意見及び指定管理者制度導入の適否に

ついて、別紙のとおり答申いたします。 

貴職におかれましては、当委員会の審査結果を検討された上で総合的

に判断されるよう配慮願います。 
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１ 経緯 

大町市行政改革推進委員会（以下「委員会」という。）は、令和６年

６月２６日付６企第４５号により市長から諮問を受けた「指定管理期間

が終了する施設の管理運営に対する意見及び指定管理者制度導入の適否」

について、２回にわたり委員会を開催して審議を行ってきた。 

この度、審議を終了したので、本委員会としての審議結果を答申する。 
 
２ 委員会構成 

会 長  竹村 静哉   大町商工会議所 

副会長  竹本 明信   大町市八坂地域づくり委員会 

委 員  小林 敏文   大町市連合自治会 

      大町市美麻地域づくり委員会 

委 員  山崎 孝子   大町市女性団体連絡協議会 

委 員  大厩 一裕   大北地区労働者福祉協議会 

委 員  中村 勝彦   大町市社会福祉協議会 

委 員  吉澤 益暢   北アルプス青年会議所 

委 員  小坂 喜康   大北農業協同組合 

委 員  中島 登美雄  大町市スポーツ協会 

委 員  降籏 和幸   大町市観光協会 

委 員  中山 晴隆   大町市教育委員会 

委 員  束木原 咲代  公募委員 

 

３ 審議経過 

 令和６年６月２６日 第１回委員会 
           諮問 
            （１）指定管理施設の管理運営について 

            （２）指定管理者制度導入の適否について 

           審議対象施設（計３施設） 

            （１）大町市鷹狩山展望施設 

            （２）大町市アミューズメントハウス 

「ゆ～ぷる木崎湖」 

（３）大町市中心市街地多目的ホール 

 

 令和６年７月１８日 第２回委員会 

           答申（案）の審議について 
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４ 審議方法 

会議資料として提出のあった｢施設概要調書｣及び｢指定管理者の管理

運営に対する評価シート（総合評価シート）｣、｢指定管理者制度導入検

討シート｣に基づき、各指定管理施設の管理運営の状況等について施設

所管課からの説明を受けた後、次の項目について審議を行った。 

（１）指定管理施設の管理運営に対する意見 

（２）指定管理者制度導入に対する適否 

 

５ 審議結果 

No.1 大町市鷹狩山展望施設 

（１） 指定管理施設の管理運営に対する意見 

展望施設からは、北アルプスから松本平までを一望する優れた眺望

であり、大町市の観光施設の１つとして機能している。 

眺望を阻害する樹木の伐採や、駐車場の拡張といった周辺整備に加

え、老朽化による展望施設の改修等、整備を必要とする部分について

は、利用者アンケートの内容や、指定管理者の意見を取り入れながら、

より良い施設となるよう、市として適切な対応に努めていただきたい。 

 

（２） 指定管理者制度導入に対する適否 

引き続き指定管理者制度を継続されたい。 

 

No.2 大町市アミューズメントハウス「ゆ～ぷる木崎湖」 

（１） 指定管理施設の管理運営に対する意見 

市民の健康増進や地域コミュニケーションの場として多くの利用者

に活用されている。観光振興施設として、さらに集客が図られるよう

工夫されたい。また、小中学校のプール設備やプール開放が縮減され

ていることから、休日や夏休みに子供だけで施設を訪れて利用できる

仕組みを検討し、施設の有効利用を図られたい。 

当該施設の老朽化は顕著であり、高額な修繕費が予測される。指定

緊急避難場所にも指定されており、施設や設備の耐用年数を確認し、

早めの修繕により安心安全な施設運営がおこなわれるよう、計画的な

維持管理に努めていただきたい。 

 

（２） 指定管理者制度導入に対する適否 

引き続き指定管理者制度を継続されたい。 
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No.3 大町市中心市街地多目的ホール 

（１） 指定管理施設の管理運営に対する意見 

様々なイベントや市民活動に利用されており、市民の福祉向上と中

心市街地の振興に寄与している。引き続き指定管理により、適正な管

理を望むが、経費の縮減が図られるよう検討いただきたい。 

 

（２） 指定管理者制度導入に対する適否 

引き続き指定管理者制度を継続されたい。 

 

 

６ 答申にあたって 

今回、指定管理期間が終了する３施設について、指定管理者制度を導

入した施設の管理運営に対する意見と今後の方向性について審議を行っ

た。 

各施設においては様々な課題を有してはいるものの、「民間事業者等

が有する優れたノウハウや発想を活用した住民サービスの向上」や、

「経費削減等により効果的・効率的な公の施設の管理運営を図る」とい

う指定管理者制度の趣旨に沿った管理運営が行われているものと判断し

た。 
一方、施設整備や周辺環境については、主に市が対応すべき範囲とな

ることから、市民や指定管理者の声を取り入れながら、より良い施設と

なるよう努めて頂きたい。また、老朽化した施設については、安心安全

に利用できるよう計画的な修繕を求める。 
引き続き、指定管理者制度の導入を進めるにあたっては、更なるサー

ビスの向上や施設の有効活用、コストの削減に向け、一層の努力を望む

ところである。 


